
様式第１７号（第１２条関係）

報告日： 年 月 日

（ ） （ ）登録 第 号

印

・対象建築物の概要

造 階 階

（注） 1．「名称」欄には，事業実施計画書に記載されている「名称」を記載すること。
2．住所は，都道府県から記載すること。なお，難読地名にはフリ仮名をつけること。

□

□

□

上記（２）で適合が確認されない場合，次の内容を確認すること。

・

・

上記（５）で「有」を選択した場合，次の内容を記載すること。

（注）

建築士の氏名

名称

上記のうち，耐震改修又は建替え
の結果，地震に対して安全な構造
となるとして認められた内容

耐震改修の結果地震に対して安全な構造
となるとして認められた内容に影響を与
えないと判断した理由

変更の概要

用途

構造・階数

建築士による適合確認書

　当該報告にかかる建築物の整備内容と交付申請書に記載されている建築物の設計内容と適合状況
は，次のとおりであることを証明する。

建築士

地下

交付申請書に記載され
ている改修工事の内容
と，実際の改修工事の
内容の適合確認
（確認し☑を記入）

（５）耐震改修の結果，地震に対して安全な構造となるとして
　　　認められた内容に関する変更の有無

有

（１）現地において，改修工事の状況及び当該改修工事が完了していることを
　　　確認している。

（２）その上で交付申請書※に記載されている改修工事の内容と，実際の改修
　　　工事の内容が適合していることを確認している。
　　（※交付変更申請を行った場合は，最終の申請書）

（３）【物件の写真】の改修工事前・施工中・工事完了後の改修工事箇所の写真
　　　について，実際の工事箇所のものであることを確認している。

有 無
（４）交付申請時※からの設計変更の有無
　　（※交付変更申請を行った場合は最終申請書）

「耐震改修の結果，地震に対して安全な構造となるとして認められた内容に関する事項」欄には，耐震改修工事の概
要のうち該当するものを記載すること。

地上

無

対象建築物
の住所



様式第１７号別紙

　　　年　　　月　　　日

（ ） 号

印

号

【注意事項】

１．補助金の額の確定及び支払
　提出された実績報告書の内容について，交付決定の内容とそれに付した条件どおりに行われ
たかどうか審査し，現地検査等を行った上で，交付すべき補助金の額を確定し，申請者に額の
確定通知書を送付します。
　検査等の結果，適正に事業が完了していないことが確認された場合は，補助金が交付されな
いこととなります。また，こうした調査の実施を拒まれる場合も，補助金が交付されないこと
となりますのでご注意ください。

２．調査の実施
　補助金の支払後も，補助対象の建築物の現場検査，事業所への現場検査等を行うことがあり
ます。こうした調査の実施を拒まれる場合は，補助金の返還を請求することとなりますのでご
注意ください。

確　認　書

　様式第１７号「建築士による適合証明書」のうち，耐震改修工事の内容に係る証明につい
て，補助金額の確定の際及び補助金の支払後の現場検査等の結果，故意又は悪意による虚偽
の証明，未確認での証明などの行為があったことが判明した場合には，建築士法第１０条の
規定に基づく懲戒処分の対象となることを十分に理解した上で，証明したものであることを
確認します。

建築士の氏名

所在地

建築士事務所名

建築士 登録

知事　登録

○建築士法（昭和 25年 5月 24日法律第 202号）（抄） 

（懲戒）  

第 10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若

しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は

二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の

停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。  

一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条

例の規定に違反したとき。  

二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。  

２～６ 略 


